
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お金や暮らしの知恵を学びましょう！ 

金融リテラシー向上の施策を実現するため、今年４月に「金融経済教育推進機構（通

称：Ｊ－ＦＬＥＣ）」が設立され、８月から本格的に稼働を開始しました。 

 Ｊ－ＦＬＥＣは金融広報中央委員会の機能を受け継ぎ、各都道府県の金融広報委員会

と連携して金融経済教育の取組を実施しています。 

経済的に自立し、より良い生活を送るため

には、「お金に関する知識や判断力」（金融リ

テラシー）が必要です。正しい知識を身に付

ければ、金融トラブル防止や資産形成の面で

役に立つことでしょう。 

 
なぜＪ－ＦＬＥＣが 

設立されたのでしょうか？ 

しかしながら、「金融教育を受けたことがある」

と認識している人は、調査によれば７％と多くは

ありません。 

Ｊ－ＦＬＥＣは、金融経済に関する教育と、知識の普及

を目的として設立されました。 

 

Ｊ－ＦＬＥＣでは、 

どんなことをしているので 

しょうか？ 

金融商品の営業や勧誘を 

されたりしないでしょうか。 

Ｊ－ＦＬＥＣは、官民一体となって金融経

済教育を行うための中立的な組織として設

立されました。 

ご要望に応じて、専門的な知識を持つ講師

を派遣して講座を実施したり、家計管理や 

金融商品・サービス等についての御相談に応じ

たり、中立的な立場から様々な取組を実施して

います。 

講師派遣の御依頼や、その他の取組の詳細は、Ｊ－ＦＬＥＣの

ホームページを御覧ください。 

Ｊ－ＦＬＥＣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

I N D E X  

◆ 手すりにしっかりつかまって エスカレーターでの 

事故に注意！ 
 

◆ カスタマーハラスメントについて  

◆ ご用心 災害に便乗した悪質商法  

◆ 消費生活センターからのお知らせ 

◆ 金融経済教育推進機構（J-FLEC）の御紹介①（宮城県金融広報委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎの消費生活情報 
Information on Consumer Affairs of MIYAGI 

 

発行／宮城県消費生活センター 

 

手すりにしっかりつかまって エスカレーターでの事故に注意！ 

 

October 10 月号 

第 175 号 

 

 エスカレーターでの転倒は、死亡や重篤な事故に至るケースもあり注意が必要です。 

 高齢になるにつれて、足元の動きに想定外の変化があった時、とっさに対応しにくくなる

ので気をつけましょう。 

 エスカレーターは、非常停止スイッチが押された時や、衣服が挟まった時など様々な原因

で緊急停止することがあります。エスカレーターに乗っている際は歩いたりせず、しっか

りと手すりにつかまりましょう。 

 両手に荷物を持ったり、買い物カートやシルバーカーを押している時などは、エレベー

ターを利用しましょう。 

 靴やサンダル、衣類の裾などが挟み込まれないように、黄色い線の内側に立ちましょう。

傘の先や杖などがステップの溝に挟まって抜けなくなる場合もあるので注意しましょう。 

 

 スーパーで下りエスカレーターに乗っている際、前方の人が転倒しエスカレーターが緊急停

止した。その際に、後ろに倒れてひじと頭を強打した。 

夫が、家電量販店の下りエスカレーターで転倒し、頭が下になった状態で転がってしまっ

た。幸い一緒にいた娘とほかの客が支えたので、おしりの打撲だけで済んだ。使用している杖

がどこかに挟まったのかもしれない。 

★ひとこと助言★ 

 



 

 

出典：「気をつけよう！見守ろう！ふくいの消費生活 2024 年夏号」（福井県）より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消費生活相談窓口  

消費者ホットライン 
ひとりで悩まず まず相談！ 

 

い や や 

最寄りの消費生活相談窓口におつなぎします。 

お住まいの郵便番号をお手元において、お電話すると便利です。 

＊回答は，消費生活相談員から電話で行います。 

 

大河原地方振興事務所 
県民サービスセンター 

 📞0224-52-5700 

仙南圏 

 

北部地方振興事務所 
県民サービスセンター 

 📞0229-22-5700 

大崎圏 

 

北部地方振興事務所栗原地域 
事務所県民サービスセンター 

 📞0228-23-5700 

栗原圏 

 

東部地方振興事務所 
県民サービスセンター 

 📞0225-93-5700 

石巻圏 

 

東部地方振興事務所登米地域 
事務所県民サービスセンター 

 📞0220-22-5700 

登米圏 

 

気仙沼地方振興事務所 
県民サービスセンター 

 📞0226-22-7000 

気仙沼圏 

宮城県消費生活センター 
📞022-211-3123 

◎ 各県民サービスセンター相談窓口 
  （相談時間 月～金 9 時～１６時 祝日・年末年始除く） 

相談時間 月～金 ９時～１７時 
     土   ９時～１６時（祝日・年末年始除く） 

 

◎各市町村にも相談窓口があります。詳しくは、各市町村へお問い合わせください。 

◎ 電子申請による 
  消費生活相談は 
  こちらから 

©宮城県･ 

(株)旭プロダク 

ション 

  ツイッター 

 やってます。 

消費生活センターからのお知らせ 

              ・宮城県消費生活センターの１０月の相談受付日は、左表の〇印 

日              の日です。 

              ・毎週日曜日、祝日、７日（月）の午前中（相談員研修）は、 

お休みとなります。 

              ・消費者ホットライン「１８８」にお電話いただくと、開所して 

               いる最寄りの市町村の消費生活相談窓口におつなぎします。 

               （市町村の相談窓口が開所していない場合は、相談窓口の電話 

                番号と受付時間のお知らせの

みとなります。） 

 

10月のカレンダー

日 月 火 木 木 金 土

9/29 9/30 1 2 3 4 5

休 ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 7 8 9 10 11 12

休 ○ ○ ○ ○ ○
13 14 15 16 17 18 19

休 休 ○ ○ ○ ○ ○
20 21 22 23 24 25 26

休 ○ ○ ○ ○ ○ ○
27 28 29 30 31

休 ○ ○ ○ ○

                  ご用心  災害に便乗した悪質商法  

地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。 

 悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十

分注意してください。特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、

「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられて

います。 

 また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るように

してください。 

 お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等（消費者ホットライン１８８）にご相談くだ

さい。 

・県内の消費生活センター等の相談窓口、消費者ホットライン（１８８） 

・警察（全国共通の短縮ダイヤル「＃9110」、最寄りの警察本部・警察署の悪質商法窓口係） 


